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経 済論 叢(京 都.大学)第170巻 第5・6号,2002年11・12月

閉鎖的所有構造下における

経営者支配の根拠(2)
一 三井財閥内芝浦製作所の事例を使って

坂 本 雅 則

111支 配構 造H(明 治32年 か ら大 正10年 まで)

1概 観

明治32年 ド期 に入 って 経 済 は活 況 を.呈し,諸 工 業 の 回復 と と もに芝 浦 製 作 所

の注 文 額 も伸 びた.特 に電 気 機 械 の需 要 が 増 加 し始 め た こ とが 注 口 に値 す る。

明治33,34年 は北 清 事 変 の 影 響 で 軍 需 品 が 伸 び たが,輸 入超 過 に伴 う金 融 引

き締 めで 新 規 事 業 は起 きず 注 文が 減 少 した 。 明 治35年 に は景 気 は好 転,金 利 も

低 下 し始 め たが,好 況 は長 くは続 か ず..般 的 に は不 況 で あ っ た と い え る。 明 治

32年 以 後 の 大 田黒 就 任 後 の商 品 構 成 は藤 山 ・小 野 時 代 の それ と大 差 は な く,あ

くまで 電 機 部 門 は マ イナ ーで あ り,..般 機 械 部 門が 大 部 分 を 占 め て い た1,。

明治37,38年 は 日露 戦 争 の影 響 で 軍 需 品 が 増 大,注 文 額 も...一気 に伸 び,好 業

績 は37年 の株 式 会 社 化 を促 した。 好 景 気 は40年 にか け て 本格 化 し,沖 文 引受 額

も順 調 に伸 び た。39年 ド期 か ら は電 機 の 比 率 が 一 般 機 械 を上 回 り,以 後増 加 し

て い く.ま た,40年 は 各 地 に水 力 電 気 事 業 が 勃 興 して,遠 距 離 送 電 時 代 を迎 え

た こ と もあ り,大 容 量高 電 圧 機 器 が 求 め られ は じ.めた。

しか し,明 治41年 か らの 不 況 ド,明 治43年 に はGEと 提 携 し,設 計 ・製 造

1)大 塩武 「財閥資.4くと電気機械⊥業r社 会科学討発上第20巻第1号.1974年 の注]〔)を参照(以

卜.,大塩:1974ユ と表す}。
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に 関 係 す る職 員 がGEへ 多 数 派 遣 さ れ た 。 明 治44年 上 期 の商 品 構 成 は 電機 類

が8割3」,一 般 機 械 類 が2割 へ と 変 化 を遂 げ た が,こ れ は 同 年5月 と大 正2

年8月 に東 京 石 川 島造 船 所 と協 約 して,同 所 の 引 受 分 の 電 機 分 と石 川 の 一 般

機 械 分 を相 互 に 譲 り合 う約 束 を 締 結 した か らで あ っ た 。 こ う して,芝 浦 は 電

機 専 業 とな る、,明治45年 は 電 気 事 業 の 勃 興 を 受 け て 引 受 額 も318万F]に 急 増

し,大 正2年 に は 増 資 を 行 う な ど,事 業 拡 張 を続 け,引 受 額 も352万 円 に 達

した。

大 正3年 には,第.次 大 戦 が 勃 発 した こ と もあ っ て翌4年 に は活 況 を呈 しは

じめ,引 受 額 も回 復 し,5年 に は 輸 入品 が 杜 絶 した こ とで 注 文 が 殺 到 した㌔

7年 に は2249万 円 とい う額 に達 した 。

大 正9年 には 戦 後恐 慌 が 発 生 した もの の,芝 浦 に関 して はそ れ ほ どで も な く,

事 業 拡 張 まで して い る。電 力 事 業 が 影響 を受1ナる こ とな く活 況 を呈 して い た か

らで あ る。

2市 場 における芝浦製作所 の位置

まず,電 機1業 の成 立 は 明治30年 前後 で,1」 露 戦争 を 契機 に大 き く発 展 して

い る。35年 と40年 を 比 べ た と き,工 場 数 ・職 工 数 は2倍,原 動 機 馬 力 数 は4,4

倍 とな っ て い る㌔ しか し,第 ・次 大 戦 まで は 大 容 量 ・高 電圧 の 重 電 機 器 は 輸

入 に頼 って い た 。 す な わ ち.明 治42年 段 階で さ え 国 産 は輸 入 の30%程 度 で あ り,

41年 に小 型機 器 を 自給 した に過 ぎな い㌔

第 一次 世 界 大戦 は 大 き く状 況 を変 化 させ た 。 第 一 に,外 国 製機 器 が市 場 か ら

撤 退 す る と い う競 争 構 造 の 変 化 で あ る。 大 正2年 を 基 準 と した と き,5年 は

2)大 塩 武 「口取 に お け る電 気機 械 工 業 資 本 の蓄 積 様 式 」 『社 会 経 済 史 学 」 第39巻 第3号,1973年,

弼 ペ ー ジ を 参照 〔以 卜.,大 塩11973.1と 表す}.

3〕 志 村 良 光 「機 械 工 業 と 発明 」r工 業所 有 権 雑 誌 」 第18巻ll〕 弓.,1921年,12ペ ー ジ を参 照 。

4:・ 日本 工学 会編r明 治工 業 史 機 械 編 ・地 学 編 』 原 青 房,1994年,27ペ ー ジ を 参照 、.

5)大 容 量 ・高 圧 機 器 の製 造 に必 要 な絶 縁.材 料 等 を生 産 で きな か.・ た た め で あ る,、 大塩11973i41

ペ ー ジを参 照 せ よcま デこ,同 様 の指 摘 はH本 電 機.τ.:業会編 「日本 電 機 「.1:業史∫H本 電 機.1=業 会,

1956-1979年,15ペ ー ジに もあ る 、
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19%に ま で減 少,7年 は83%田 の 水 準 で あ った 。 国 内企 業 は この 間 隙 を利 用 し

て 従 来受 注 で きなか った 大 容 量 高 電 圧 機 器 を製 造 す る よ うに な った。 第 二 に,

需 要構 造 の変 化 了1であ る 。従 来 の 需 要 先 で あ る電 気 事 業 界 で は な く,勃 興 しは

じめ た電 気 化 学 工 業 か らの注 文 が 発 生 してい た。 納 入 先 が 多様 化 した こ とは飛

躍 を もた ら した。

反.面,新 規 参 入が 相 次 い だ。 明 治30年 代 に明 電 舎 ・奥 村 電 機 商 会 ・大 阪電 燈

会社 製 作 所 ・小 田電 機 工 場 ・三 菱 電 機 製 作 所 ・電 業 社 原 動 機 製 作 社,40年 代 に

は 高村 電 機 製 作 所 ・日立 鉱 山 修 理 工 場 な どが 開 業 して い る㌦ ・方,不 況 に耐

え きれ ず 。 廃 業 も し くは撤 退 も相 次 い だ た め,明 治41年 段 階 で 国 内 生 産 額 の

70%強 を芝 浦 が 占め て お り,大 戦 ドの時 期 に な っ て も40%弱 を維 持 した 。 しか

も,40年 代 に は.長距 離 発 電 の開 始 に よ っ て電 力 会社 が 大 規 模 水 力 発 電 設 備 を 需

要 しは じめた が,国 内 企 業 の 中で これ に対 応 しえ た の は芝 浦 だ けで あ った.し

か し,大 容 量 の もの は ほ とん ど外 国 製 で あ っ た。 大 正 元 年 当時 の調 査 に よる と,

水 雷 用 の水 車 で].000馬.力 以 上 の も の がso台 ほ ど存 在 した が,国 内 製 は 皆 無 で

あ った。

3社 会 的 労 働 過 程 分 析

1)資 金 循 環 構 造

ま ず,明 治43年 ま で の 金 融 構 造 に つ い て で あ る が,自 己 金 融 を 中 心 と し て い

だ}。 増 資 等 も別 途 積 立 金 の 取 り崩 し に よ っ て 充 当 さ れ た も の で 自 己 金 融 的 株

式.発 行 で あ る 、,

こ の 時 期,特 筆 す べ き は 内 部 資 金 比 率 の 安 定 化 で あ る,、43年 に は 処 分.μ∫能 利

益 の67.7%を 蓄 積 し て お り,同 配 当 比 率 は26.6%に 押 さ え 込 ま れ て い る,,ま た,

6)朝 日新 聞社編 「日本経済統計総観」.東京11プ リント出版社,1966年 を参照,

7)大 塩[1973]43ペ … ジと松島春海 「第..一次世界大槻後 における日本資本主義 の諸問題:重 化学

1:業化 の過程」 「社会経 済史学』 第33巻 第6号,ヨ968年,32ペ ー ジを参照。

8)藤 原 貞雄 「わが国電気産業 に対 す る直接投資Il経 済論叢』第110巻1・2,」.,1972年,54ぺ ・.一

ジの脚注23)を 参照。

9}大 塩1.19731.19ペ ー ジも参照せ よ.
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外 部 長 期 資 金 〔借 入 金+支 払 手 形)を40年 の 拡 張1:事 で 峙 増 加 させ るが,10

年 には 自力 完 済 して い る。 す な わ ち,外 部 長 期 資 金 は 増 資 で は な く内 部 資 金 で

返 済 す る と と もに,株 式 発 行 さ え 行 う とい う 自己 金 融 的 傾 向 を 維 持 した,ま さ

に一 番 手 企 業 の 場II:ゆを 占 め て い た とい う事 実 が な せ る技 で あ った 。

次 に,火 止m年 ま で の 金 融 構 造 に つ い て で あ るが,内 部 資 金 比 率 は 一 時

78.4%に 達 し,第一 一世 界 大 戦.後の 恐 慌 時 で も62.5%を 維 持 して い る。 また,外

部 長 期 資 金 は 火 止2年 上 期 まで な か った が,第 二 次 拡 張 工 事 の た め に出 現 しは

じめ,第一一一次 大 戦 期 の 設 備 投 資 の た め に激 増 して い る。 また,大 正9年 に も増

資 を して い るが,こ れ も別 途 積 立 金(自 己 資 金)を 取 り崩 す11}こ と に よ って い

る.す な わ ち,こ の 時 期 も 自己 金 融 傾 向 を維 持 した わ けで あ るが,こ れ も平 均

市場 占 有 率40%1:避;を 獲 得 して い た か らで あ った 、、

2)労 働 結 合 過 程 と して の 経 営 過 程 と機 能 的 媒 介 主体

まず,こ の 時 期 の 「統 轄 機 関 」 な る もの の 法 制 度 的 構 造 と役 員構 成 の推 移 は

以 下 の 通 りで あ る。 ち な み に 岩 原 と藤 瀬 は 物 産 か らの 派 遣 で あ り,当 時 の 物 産

常 務 取 締 役 で あ り,合 名 発 足 後 も出 資 比 率 は一 貫 して50%を 超 え てい る。 業 務

の執 行 は社 員総 会 に よ って 社 員 か ら互 選 され る4名 の 業 務 執 行 社 員 に委 ね られ

た 。

明 治33年,若III計 画 以 外 に62000円 が,37年 に は33000円 追 加 投 資 さ れ る1㌔

明 治38年H.月,生 産 力 の 倍 加 をね ら った 第 一次 拡 張 工 事 が 総 額60万 円 をか けて

行 わ れ た 、,この と き導 入 され た 機 械 の うち,∫L.二場 部 主 任 の小 林 作 太 郎 の設 計 に

よ る もの団;がか な り存 在 した 。 工 場 数 は9つ に な り,工 場 動 力 の 電 化 は進 む も

lD)こ の時期の小型機器は自給体制が確立していたが,そ こで芝浦は生産高の7〔瑞 験を占めてい

た。

m木 村安 ・『芝浦製作所六1..五年史』文祥堂,]94〔〕年,461ペ ージを参照 〔以下,本 村:1940]

と.表すお

12)大 塩[[9瑚52ペ ージを参照.

13)木 村[1940]40ペ ージ、

14}同.卜.書,268ペ ージ,木 村安 ・「小林作太郎傅1東 京芝浦電気,1939年,1り0ベ ージを参照せよ

(以下,木 村[1939]と 表す).,なお,小 林は機械.r・ 電気⊥学を独学で学んだ人物で,三 菱造

船所を経て明治26.年に芝浦に人所し.ている.,
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の の,電 力供 給 自体 が 不 安 定 で あ っ だ ㌔

GEと 提 携 す る明 治43,44年 頃 は小 型 類 の 需 要 増 大1「i:1が著 し く,:.■場 の生 産

力 が 需 要 に追 いつ か な い と い う状 況 で あ っ た た め に,16万 円が 投 入 さ れ た 。 こ

の 頃 に は工 場 の電 化 はか な り進 んだ,

第.;次 拡 張 工 事 は大 正2年 か ら着 手 さ れ,総 額95万 円 に 及ぶ 大工 事 で,当 時

の 最 高水 準 の もの で あ っ た 、,この と き,臨 時 増 設 部i三任 と して 活躍 した の は 高

橋 綱 吉 で あ ったm。

大 正4,5年 に は第.一次 大 戦 に よ る注 文 激 増 が 起 き,工 場 を増 設 し.た1㌦ こ

の と きは 工作 機 械 が導 入 さ れ る が,そ れ らは 芝 浦 で 製 作 さ れ た もの で あ った 、、

そ の 後 も持 続 した 注 文 が続 き,7,8年 に拡 張 ・増 設 が行 わ れ た 。

4機 能的媒 介主体 の戦略性

U所 有 者 の 構 造 的位 置

明 治31年,工 業 部 は 廃 止 さ れ,37イ トの 株 式 会 社 化 まで 三 井 鉱 山.合名 会 社 の 所

属 とな る1田。 す なわ ち,所 有者 は 旺 井 三 郎 助 川で あ る。 明 治32年 に 大 出 黒 垂.五

郎 が 芝 浦 の 実 質 的 な 経 営 者 に就 任 す る。 しか し.,三 井 レベ ルで は芝 浦 の 閉鎖 ・

売 却 説 が 出 て い た 。

明 治33年 の 上 期 まで,累 積 資 本 注 入額 と累 積 損 はほ ぼ 同 額 で あ った 。 その 後

の収 益 性 の推 移 は所 有 者の 意 思 決 定 を 単 な る 閉鎖 ・売 却 説 か ら株 式 会 社 化 へ と

変化 させ て しまい,最 終 的 に は合 名 の全 額 出 資 株 式 会 社 とな る。 そ の後 も,

般 株 主が 介 入す る こ とは なか った 。

芝 浦製 作 所 に お け る よ うな,経 営 者 と して 実 際 に.介入す るわ けで もな い株 式

所有 権者 は収 益 性 を判 断 材 料 に意 思 決 定 して い る だ けで あ り,具 体 的 な経 営 ヒ

15?兵 藤釧!.H本 における労資関係の農閑j東 京大学1[←1版会,1971?,321222ぺ..一 ジi..

1s)11本 ∫.「学会,前 掲書によると,明 治4〔}年の取付電動機数は大正2年 には15倍にもな・っている,

17,木 村11939]101ベ ージを参照.

18}本 桐'[]940162ペー ジを参照、,

1の 同L書,35ぺ.一 ジを参照。

2の 同.ヒ畜,1甜 ベージを参月転
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の 戦 略 につ い て 介 入 して い る痕 跡 は な い 。 事 実 ヒ,「 配 当 金 支 払 一受 取 的 関

係 ゴ"と い う投 資 家 的 立 場 か ら,収 益 的 支 配 権 力 を行 使 してい た と言 え る。

2)専 門経 営 者 の構 造 的 位 置

まず,三 井 レベ ルの 中心 人物 は 益 田 孝 と団 琢 磨 で あ った 。 益 田 は明 治30年 以

降,芝 浦 製 作 所 売 却 派 の 急 先 鋒 で あ った 。30年 段 階 で は団 も売 却 先 を探 して 奔

走 し てい だ 匠〕。 す なわ ち,物 産 の収 益 力 の 急 増 が益 田 の.発言力 を 大 き く させ て

お り,三 井 重 役 レベ ルで は1:業 化 戦 略 は 大 き く修 正 され つ つ あ った 。 しか し,

団 は35年,36年 の 管 理 部.会で 電 機 市 場 の 拡 大 傾 向 ・収 益 性 の改 善 状 況 等 々己]:を

挙 げ,売 却 説 に異 論 を唱 えた 。33年 下 期 以 後 の芝 浦 の収 益 性 改 善 が 大 きか っ た。

収 益 が 改 善 され つ つ あ り,市 場 も拡 大 傾 向 にあ る将 来 性 豊 か な芝 浦 を売 却 す

る必 要 な ど な く,合 名 に よ る全 額 出 資 の 株 式 会社 化 と い う結 果 とな る。 ま さ に,

芝浦 の収 益 力 が 処 分 形 態 を規 定 した とい え る。

次 に,芝 浦 レベ,レの 中心 人物 とい えぼ 大 田黒 で あ る。 まず,工 場 内 の状 況 を

くま な く調 査 し,業 績 不 振 は 「事 業 で は な く入で あ る」 と考 え,電 機 製 作 に特

化 す る と と もに 人事 異動 をす る とい う戦 略 的 意 思 決 定 を行 っ た24,、

具 体 的 に は,高 給 職 員 を 罷 免 した上 で,「 新 進 気 鋭 の少 壮 」 を抜 擢 任 命 し,

工事 進捗 の遅 れ を恐 れ て手 付 か ず で あ っ た職 工 世 話 役 等 の 「名主 征 伐 」 を行 っ

た,、さ ら に,労 務 管 理 政 策 と同 時 に,「 職 員 は職1:と 苦 楽 を 共 に し て,指 導 監

督 す る風 を助 長 した」 こ とで,工 程 能率 を上 げ た 。 こ う して,つ い に 明 治33年

下期 に 赤 字 を 脱 し,黒 字 に転 換 す る こ と とな る陶。

彼 の 人事 ・労務 政策 の 要 点 は,熟 練 ⊥:,特 に 親 方 的 熟練 工 の権 力 基盤 を 突 き

崩 す 政 策 を 断 行 した とい う点 に あ る 。す な わ ち,親 方 層 が 担 って い た 生 活 保 障

21).大 塩[]9741134ペ ージから引用ゆ

22:11.∫三井文庫編 「明治冊年8月24日 付・モ井商店理事会議事窒乗一2r=井事業史資料編V4上』ゼ井文庫,

1974年,66ペ ー.ジを参照.、

2ヨ:〕「明治36年1月7日 付管理部会議録」丁三井文庫論叢」第B号,1974年,294-295ペ ージの団琢

磨の意見書を参照.
24}木 村[1940]37ペ ー.ジ,東京芝浦電気株式会社総合企画部杜史編纂至編 「東.京芝浦電気株式会

社八1.』五年史」東京芝浦電気株式会社,1963年,55ぺ ・一ジを参照。

25)木 村 〔1940138.39ぺ・一.ジを参照。
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的 機 能,親 方層 の現 場 に お け る管 理機 能 の 奪取 で あ った 。経 営 側 に よ る,い わ

ゆ る直接 的 管理 へ の 転換 に よ る労 働 能 率 の 向.ヒを ね ら った もの で あ った 。

この他,注 目さ れ るべ き こ と と して 商 品 構 成 の統 一 化 政 策 が あ る。30年 代 後

半 以 降,電 機 類 の 需 要 激増 に伴 って機 械 類 需 要 も相 当 活 発 で あ った 。 そ れ に も

か か わ らず,大 田 黒 は な ぜ 「雑 多混 淆 を不 利 と し,そ の統 一」乞[㍉,企図 を実 行1ヒ

移 した の だ ろ うか 。

第 一 に 「資 本 とい ふ 点 よ り も寧 ろ技 術 の方 の野 制 約 の 解 消 が 挙 げ られ る。

す なわ.ら,当 時 は,外 国 の重 電機 製造 技 術 の 獲 得 が 戦 略 的 課 題 で あ った 。 そ こ

で,大 田黒 は 意 見 書 を提 出 し,益 田 を 介 し.て,42年 にGEと の提 携 が 実 現 し

た 。 第 一 次 世界 大 戦 を契 機 とす る市場 ・需 要構 造 の 変 牝 が 存 在 した と して も こ

の 提 携 が な けれ ば技.術的 に大 容量 ・高 電 圧 の 製1冒1を製 造 す る こ と はで き なか っ

た か ら,ど れ だ け戦 略 的 な もの で あ った か が よ くわ か る。

第二 に,間 接 的 管 理 とい う制 約 の 解 消 が 挙 げ られ る。 す なわ.ら,就 任 直 後 に

お け る 人事 ・労 務 政 策 の 断 行 で は 一 気 に間 接 的 管 理 体 制 を解 消 で きず,38年 の

職 工 教 育 の 開 始.41年 の 小 林.発案 の 道 具 管 理 政 策 ・機 械 化 ・現 場 管 理 者 の増.員

等 々が 揃 い は じめ る100代.半 ば を 待 って,間 接 的 管 理 は克 服 され た 。

第三 に,「 電 機 の製 造 家 が 少 なか った」胴 こ と も大 き な要 因 で あ った 。 す なわ

ち,こ の成 長分 野 に は外 国 企 業 以 外 に競 争 相.手が ほ と ん ど存 在 してい なか った

の で あ る。

最 後 に,GE提 携 後 の外 国.入役 員 の 権 力 につ い て 触 れ て お く、,株式 の比 率 で

は30%弱 で あ った が,大 容 量 ・高 電 圧 電 機 機 器 の製 造 に は外 国企 業 の技 術 が 戦

略 的重 要性 を持 って い た 。 した が って,株 式 所 有 比 率 ・役 員 構 成 分 析 で は 見 え

な い が,外 国 人 役 員 は 制 約 的 支 配 権 力 の構 成 主 体 で あ った鋤。 この こ と は 当初

26)同.巳 書,57ペ ー ジか ら引 肚,

27)大 田 黒 重 五 郎 『実 業 の 日 本」 明 治43年1月151i号 か ら引 用p

28)同 卜書.57ぺ ・.ジか ら引 用.

29:Il1車 興 業銀 行 外 事 部 『外 国 企業 の本 邦 投 資1日 本 興 業 銀 行 外 事 部,1948年,㈹一 侃 ペ ー ジを 参

照 せ よ〔.
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ぽ年 間 売 上 高 の1%,後 に は 毎 期 利 益 の4%をGEに 支 払 っ て い た こ とか ら

も傍 証 され る。

3)技 術 者 の構 造 的 位.置

明 治33年 か ら43年 まで の10年 間 で 民 間企 業 の技 術 者 の総 数 は3倍 に な っ た。

こ の..一般 的 傾 向L[::は芝 浦 で も見 受 け られ た。 す なわ ち,こ の時 期 に大 卒技 術 者

は倍 増 して い る。 中で も岸 敬 二 郎 ・納 富 磐 一 は後 に役.員に まで 到 達 す る 人物 で

あ る。 いず れ も東 京 帝 国 大学 電 気 工 学 科 出 身で,当 時 の最 高 レベ ル の技 術 者 で

あ った とい え る 。 な お,44年 まで 機 械 部 部 長で あ っ た西 崎 伝 一郎 は東 京帝 大機

械 工 学 科 の 卒 業生 で あ った 。 ま た,海 外 派 遣 人 数 も43年 のGE提 携 を契 機 に

増 大 しは じめ た:+LI、,

4)現 場 管 理 者 の 構造 的位 置

現 場 管 理 者 の 代 表 的 な 人物 と して は 小林 作 太 郎;1りが 挙 げ られ るだ ろ う。 大]」

黒 が 就 任 す る前 か ら小 林 の 存 在 は.L層 部 に 注 目 され て い た が,大m黒 が 「全L

場 取 締 」 に抜 擢 した 。

小 林 の担 って い た 活 動 を い くつ か 示 して み よ う,,ま ず,明 治34年 に回 転 三 相

交 流 発 電 機 の注 文が 来 た と き,大 田 黒 は即 座 に注 文 を受 けず,何 度 も小 林 に製

作 可 能 か を確 認 した とい う。 「当 時 この 機 械 は芝 浦 の み な らず 本 邦 に 於 い て 未

だか つ て製 造 せ られ た こ と な く外 国 で も固 くこれ を秘 密 に してい た ので,そ の

大 体 の 組織 を立 案 す る こ とす ら こ とで は ない 」鋤 も ので あ っ た 。 しか し,小 林

を 中心 に試 行 錯 誤 を重 ね た結 果,翌35年 に完 成 させ た とい う。 ま た,岸 式 特 許

型 発 電 機 の鉄 心 に用 い る鉄 線 は 自前 の機 械 が な い た め に,直 線 にす る作 業 を 内

職 に 出 して い た.結 局,こ の不 便 さ と費用 が か さ む状 況 を打 破 した の は小 林 が

発 明 した 切 断機 械 で あ った。

30).内 田星美 「明治後期民間企業の技術者分布1「経営史判 第且4巻第2号,21ベ ージを参照。

31::1問宏rl体 労務管理史冊捌 御茶の水書房一 鰹 年439ベ ージを参貝貨・.

32:1明 治2砕 芝浦に 職 工として人所し,早 くから潮㎜に蓄の才能と勤勉さを認められ,翌 年に第...

1.1揚技.f,器 年には第二.1二場長,32年 当時には箪..1.⊥:場主任にまでなっていた。小1字=校しか卒

業し.ておらず.す べて独学という努力家であった。詳しくは木村[1939]ヨ649ペ ージを参照せよ、、

33:〕同 ヒ:書,54-59べ・一ジを参照。
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従 来 の技 術 者 は 「講 釈 ば か りで 実 地 に や れ る 力 が な く」54.1,職」.二が 無 理 とい

え ば そ れ を受 け 入れ て しま う 「職 工 政 治」 に な っ て い た 。 しか し,職 工 出 身 の

小 林 の 登場 以来,職 工 が で き な い と言 っ て も指 図 し.て指 揮 す る こ とが で き,工

場 能率 が 大 き く向上 し.た。 ま た,小 林 が工 場 へ 出勤 す る と皆 緊 張 し,見 回 りな

どは 素 早 く,全 工場 を把 握 して い た1佃とい う、,さらに,[in戦.争 勃.発後 に 常庸

工 か ら不 平 が 出 た と き も,彼 が 説得 した ヒで,特 別 手 当 とい う誘 因 を 与 え て,

不 平 を抑 え だ ㎞,。

他 に,職 ⊥ 管理 の必 要性 を痛 感 して い た 明 治38年 頃,東 京 商 業 会 議 所 ・東 京

高 等 工 業 学校 を 中心 と した職 工教 育 案 もそ の 実 現 に 大 き く関 与 した よ うで あ る。

府 立 職L学 校 に 芝浦 か ら通 学 させ,芝 浦 だ け で 数 台名 を 超 え た 。 修 了 生 は ほ と

ん ど全 員 が 組 長 や.工長 に 昇任 し,.・ 般 職 工 を指 揮 ・監 督 した こ とで 技 術 の 上 達

と品 性 の 向 ヒに 大 き く貢 献 し,業 績 に直 結 した とい デ=㌔ ま た,職 員 とな るべ

き 人材.の教 育 機 関 と して大 正 期 に教 習 係 も設 け だ 駕 小 林 が 発 案 し実 現 した 直

接 管 理 方 策 は 多 く,そ れ ま で 親 方 が担 って い た 経 営 機 能 を管 理 者 が 組 織 的 に代

替 し,直 接 的 管 理 が 浸 透 して い った 。

この よ うに,小 林 は[職Lの 素 質 が 悪 くて は 決 して優 良 な 機 械 は作 れ ない,

如 何 に設 計 が 良 くて も,工 作 機 械 が 精 密 で も,現 実 の 仕 事 は 職.1.二が や るの で あ

るか ら,職 工 の頭 が 低 脳 で あっ て ぽ,良 い製 作 品 の で きよ う はず は な い野 と

強 く自覚 して い た の で あ る。

5)親 方 的 熟 練 工 の 構 造 的 位 置

大 田黒 の 人 事 ・労 務 政 策 は 親 方 的 熟 練 二Lの権 力 基 盤 を掘 り崩 す もの で あ った 。

34)同 卜辞,65ペ ージから引用した、

35)1司.L書,73ペ ージを参照,,

36〕 この頃の職工というのは職人気質の薪が多く,親 方との人格的つなが りを重視する者も多かっ

たようである。その点,小 林は親分肌もかなりあったようで,そ の人格的資質が当野の職Lを 惹

きつけ,統 率できた..一つの要因でもあワたと考えられる、このあたりのエビソ・ ドに.ついては同

ヒ占,79ベ ージの.米山市助の証言が参考になる.

37)同 上書,器 一89ベージを参照,

38)同..ヒ香,90ペ ージを参照。

39)同E占:,86ペ ージから引用」、
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しか しそれ は一 気 に進 ん だ わ けで は なか った 。 親 方 の解 雇 はそ の 配.トの数 十:名

の熟 練nの.喪 失 を も意 味 した か らで あ る。

親方 の権 力 基 盤 とい うの は,親 方 がi..特 殊 熟 練 の保 有 者 」 で あ り,熟 練 工 養

成 の教 育 者 的役 割 を も担 っ て い た点 り;にあ った 。す なわ ち,① 作 業 過 程 の機 械

化 と工 具 類 の発 達,② 熟 練 工 教 育 の再 編,が 行 わ れ な い 限 り,制 度 的 ・機 構 的

改 革 を した と ころで,熟 練一1.:の権 力 は い っ こ う に崩 さ れ な か った の で あ る。

芝 浦 の場 合,明 治42年 に完 了す る6(而 円 に及 ぶ 大 拡 張 が ひ とつ の 画 期 に な っ

た とい え る。優 秀 な 工作 機 械 が投.入さ れ る と同 時 と職1:教 育 が経 営 側 に よ って

整 備 され た の で あ る。 具 体 的 には,第 一 次 拡 張 工 事,艦 年 の16万 円 の 追 加 投 資

は 「優 良 工 作 機 械 の 新 設,厳 格 な 寸 法 の 検 査,高 速 度 鋼 刃 物 の使 用,自 動 機 械

の採 用,鋳 物 機 械 の 実 施 等 」祖 とい う多 様 な 機 械 の採 用 を意 味 し,手 工 的 熟 練

は 分解 さ れ て 多 段 階 化 し,秘 伝 的 要 素 は 解 消 され,「 熟 練 の客 観 化 」 が 現 実 化

しは じめ る。

旧熟 練 の知 識 的熟 練 化 は作 業 の部 分 化 を伴 っ て い る た め に教 育 期 間 を 要 せず,

「職場 内 で の長 期 間 にわ た る非 科 学 的教 育 方法 を排 除 して,体 系 的教 育 方 法 に

基 づ く職 場 外 で の技 能 養 成 を」噛二:.ロ∫能 た ら しめ た 。 す な わ ち,明 治38年 に 「手

島 校 長 の尽.カで 職 工 適 材 教 育 な る制 度 が 実 現 」 し,「 こ の 年 か ら職L20名 つ つ

の 教 育 を 委 託 」 した 。 ま た,「 給 料 を 支 給 す る は 勿 論,学 費..・.切を 当 所 で 支

弁 聾 す る こ と と し.た。

こ う して,企 業 負 担 に よ って 「.∫.飼的」 に 養 成 され た 「組 長」,こ れ ま で の

親 方 的職 工 と は異 質 な作 業 長 と して の 「第 一 位 の 労 務 者」",が 出 現 し,い わ ゆ

るテ ク ノス トラ クチ ュア の一 翼 を担 うこ とな っ た ので あ る。 経 営 側 の直 接 的 管

理 政策 で 親 方 的 熟 練 工 は徐 々 にで は あ るが 衰 退 して い った。 そ して,明 治41年

40:1丙 燧邦則1「鉄工業」における労務管理の形成」『立教経済学針究」第1ア巻第:1.弓.,1963年,81
ベー..ジを参照せよ。内藤は 「特殊熟練の所有者iLい う非常に..LTい表現を使 ゲ〔いる.

4/)木 村[湘4司47ぺ ・.ジから引用。

42)内 藤,前 掲論文,8384ペ ージから引用、,

43)木 村[19401172ベ ージから引用3

44)内 藤,前 掲論文,85ペ ージから引用,
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以 降 の 日露 戦 後 不 況 に伴 う熟 練 工 の 需 給 関 係 の変 化 は さ ら に それ を促 進 し,実

際,明 治43年 段 階 で 常 庸 工 が 大 部 分 で 臨 時 工 は 少 な くな っ て い び;、 労 働 市 場

の条 件 変 化 に よ る制 約 的 支 配 権 力 の 相 対 的 弱 体 化 が 伴 っ て は じめ て大 田黒 の政

策 は功 を 奏 したわ けで あ る.ま さ に,権 力 の重 層 的決 定 関係 を分 析 しな い と制

度 的変 更 を権 力 の発 現 で あ る とみ な して しま う陥 穽 が こ こ に あ る。

6)現 場 労 働 者 の構 造 的 位 置

一 般 的 な労 働 市 場 状 況 を.見て み よ う
。 日清 戦.争以 後,賃 金 は漸 増 して い くが,

明 治34,35年 あ た りで ピーーク を迎 え る4G」,、明 治28年 以 降 の 賃 金 ヒ昇 は物 価L昇

を大 き く ヒ回 っ て お り,実 質 賃 金 は上 昇 して いた と言 え る 、、 日露 戦 争 は そ れ に

拍 車 をか け,特 に熟 練.1:の 争 奪 戦 は激 化 した 、、離 職 率 の推 移 を 参考 に して も,

経 営.体に よ っ て偏 差 は存 在 す るが,明 治 末 あ た りまで は離 職 率 が非 常 に 高 い㌦

こ う して,Ll露 戦 争 を契 機 とす る重 工 業 の拡 大過 程 は,労 働 者 の 定 着確 保 ・

未経 験 労 働 者 の早 期 育 成 ・労 働 者 の有 効 な管 理 と い う こ とが戦 略 的課 題 とな っ

て い た 。

こ れ ら の課 題 が 芝 浦 に お い て解 決 され て い くのが,明 治38年 と大 正2年 の 生

産 設 備 の 導 入 に よ る労 働 過 程 の 変 革 で あ っ た 。 総 額156万 円 に 及 ぶ 大1:事 で

あ っ た。 それ まで の 「複 数 の万 能 職 場 」 が,分 化 ・専 門化 し,工 場 数 も順 次 増

大 して い く。 また 道 具 を 管 理 す る 道 具 工 場 も新 設 さ れ て い る(小 林.発案)。 加

え て,管 理 体 制 も変革 され,親 方 請 負 制 が廃 止 され る ので あ っ た。 な お,こ の

よ うな動 きは 芝浦 に 限 らず,重 工 業 大経 営 で は 口露 戦 争 後 に ・般.化 して い た よ

うで あ る樹。.具体 的 には 小 林 発 案 に よ る多 くの 管 理 政 策 が そ の内 容 で あ る。

以 ヒの よ うな統 制 の強 化 と 日露戦 後 の急 速 な労 働 市 場 の緩 慢 化4',ぽ,労 働 者

に ス トラ イ キ とい う抵 抗 方 法 を選 択 さ せ たoVoiceControlへ の 転 換 で あ る 。

45)間,前 掲書,453ペ ージを参照。

46,兵 藤,前 掲書,204べ 一.ジの第のr図 を参照せよi,

47)同 ヒ書,30〔〕一301ベージの第〔3〕一7表を参照せよ。 しかし,41年 の不況を経て大.[}モ初頭には離

職率はf氏ドしてい くのも.一般的傾向であった.

48)同 上書,240ペ ージを参照.巳よ.

49)PIF.書.,266,303ペー ジ5ご参月置o
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明 治32年 以 後 沈静 化 して い た が,日 露 戦争 終結 後 か ら全 国 的 か つ 各種 産 業 に.ス

トラ イ キが 頻 発 し,明 治40年 に は ピー ク を迎 え たL.「㌔ 賃 金 の 引 き上 げ 要 求 と経

営 側 の 職場 内 へ の統 制 力 強化 に対 す る抵 抗 で あ った こ と は,ス トラ イ キ を担 う

主 体 が 組 長 レベ ルで は な く班 長 レベ ル の ド級 職 長 及 び平 職 工(特 に 「渡 り職

工 」～Dな ど〕 で あ った とい うこ とか らよ くわ か る 。

第.一一・次 世 界 大戦 の勃 発 は戦 争 特 需 を生 み 出 し,熟 練 工 の争 奪 が 再 燃,離 職 率

は再 び急 ヒ拝 した.特 に機 械L業 は最 も激 しい 部 門 で あ っだ3:。 こ う して,賃

金 は 上昇 した もの の,物 価..L昇 の度 合 い が 急 激 で あ っ た た め に,実 質.賃金 は低

下 して い た。 これ は ス トラ イ キ を頻 発 させ ず に は おか なか った==㌔

こ う し.て,芝 浦 の場 合,大 正4年 に横 断 的組 織 と して の職 業 別組 合 で あ る友

愛 会 の 支 部が 設置 され た。 しか しな が ら,有 効 な 組織 力 を 発揮 で きず,大 正8

年 に は縦 断組 織 と して の 芝 浦技 友 会 が結 成 さ れ る こ と とな るが,大 正9年 に 賃

上 げ 等 を技 友 会 が 要 求 す る も組 織 的 な結 束 が なか った た め に失 敗 に終 わ った 。

7)関 係 企 業 の 構造 的 位 置

まず,販 売 過 程 を介 した 物 産 との 関 係 につ い て は,芝 浦 は販 売 ル ー トと して

は 自社 の販 売 部 ・物 産 ・旧 職 員 設 立 の 商 社 の 三 系 統 を持 って い た 。 大 正3年 か

ら7年 まで の 芝 浦 製 品 に対 す る物 産 取 扱 比 率 を見 た と き,ご く ・時 期,高 率 で

あ る こ とが あ っ た が,基 本 的 に は低 率 で あ った触。 そ もそ も芝 浦 は 既 存 の三 井

系.企業 と有 機 的関 連 を もっ て傘 卜.に人 つ たわ けで は な く,偶 然 的契 機 で あ っ た

こ と も反 映 して,物 産 と も購 買 者 一販 売 者 以 上 の 関係 は存 在 しなか っ た晒 とい

え る 、.、.一定 の取 引 関係 が 存 在 す るわ けで あ る か ら 一定 の権 力 関係 が 発生 す る 可

509労 働 運 動 史料 委 員 会 「H木 労 働 運動 史 料 」 第10巻,1959年.440-441ペ ー ジを 参 照 。

うD渡 り職.工 とい う の ぱ独 」λを考 え て い る者 が 多 く,労 働 条 件 が 良 くな い と:移動 す る の も辞 さ な い

労働 者 た ちで あ った.日 露 戦 争 後 は 軍需 の終 結 で彼 ら の 不満 が 蓄積 して い た ので あ る。

52〕 兵藤,前 掲 書,3鋤 ベ ー ジ を参 照 。

53)第 一 次.た 戦 勃 発',1?)」は50件 で あ った もの が,大 正 ご年 に は 約500fl=に 達 した。 兵藤 、 白ir掲i慌

336ペ ー ジの 注1を 参 照 、、

54:}大 塩.[1974]旧2ペ ー ジの 第5表 を参 照 、、

55)同E論 文,122ベ ーージの 注1も 参 照.せ よc
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能性 が 存 在す るが,そ れ は対 等 な相 互関 係 で あ っ た と考 え られ る、.、

次 に,購 買過 程 を介 したGEと の 関 係 に つ い て は,大 戦lli∫まで の 電 機 摩 業

で は 関連 産 業 が 未 発 達 で あ った た め に..1:作機 械 と原 材 料(特 に珪 素 鋼:板)を

GE仕 に依 存 して い た56:。以 上 の こ とを根 拠 に してGEは 制 約 的 ・収 益 的 支 配

権.カを 保 持 して い た と言 え る 。

5小 括

明治37年 までに二井工業部の芝浦以外の事業は売却されて しまう。なぜ芝浦

だけが売却されなかったのだろうか、,所有者がどういう意思をどうい う基準で

.発動 したのかという過程を具体的に吟味する必要がある。そう考えた とき,や

はり芝浦の収益構造の推移が三井上層部の意思を変更させてい く構図が存在 し

た。すなわち,戦 略的意思決定の過程を考察 した とき,所 有者は収益的支配権

力を,三 井 レベル経営者は制約的支配権力を行使 していたと評価で きる。

次に,技 術者であるが,企 業内技術者の増加は 「企業内における技術者の地

位 をj「工場内の独裁者の地位から,技 術者組織の一.員とし.ての地位に変えて

ゆ く」nと する見解がある。 しか し,こ れは芝浦のケースで考えてみ ると,正

確な表現ではない。経営規模の推移を考慮すると,親 方的熟練工が大いに活躍

していた明治33年 頃までは技術者は人数的にも能力的にも親方が担っている経

営機能を果たせない時期である。この時期の技術者は 「独裁者」でなく,工 学

的知識を根拠に製造過程の一部を担う機能的遂行主体なのであった。 しか し,

43年 頃になると,下 級技術者である ド級管理者群が親方的熟練工の機能を 「組

織的」に遂行 し,再 編することになる。すなわち,経 営規模の拡大 とともに。

技術者が担 っていた機能は属人性を失い組織的に遂行されるようになるのであ

る。まさに,親 方の担 っていた技能養成機能の代替を意味し.,直接管理が浸透

56)日 本 興 業銀 行 外事 部.前 掲 書,65ペ ー ジを 参照 、

57)内 田 是 莞 二企 業Vi##術 者 辛目.榔)形 成 期 」 「.棘 経 大'7・会誌 」 弗 ⊥。9・II"-併 弓.一97晩 引

ペー ジか ら引.用L.P
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す る過 程 で あ っ た 。 属 人 的 管 理 を 脱 ・して,組 織 的 管 理(テ ク ノ ス トラ クチ ュ

ア)へ の基 盤 を形 成 して い った とい え る。

さ ら に,本 論 で は小林 に.スポ ッ トを 当 て て詳 述 した が,こ の 時期 は,親 方 的

熟 練 工 が 担 って い た 製 造 現 場 の 監 督 と い っ た 経 営 機 能 が 企 業 内 養 成 管 理 者

僻)に よ って 代 替 され る過 渡 期 で あ っ だ,.設 計 部 門 に は若 手 の 大 学 卒 技 術 者

が 投 入 され,現 場 管 理 者 に は 高 工 率 技 術 者 が 配 置 さ れ た矧。 大 正 初 期 に は 「 ・

通 りの技 術 者 は.各工 場 に行 き渡 って,経 験 を経 た技 術 者 を 白丁場 内 に見 出 す こ

と もで き」鋤る よ う に な っ て い た 。 こ の よ う に 親 方 的 熟 練 工(群)が 保 持 し て

い た司 令 的 支 配 権 力 は解 体 され,現 場 管 理 者(群)に よ る制 約 的 支 配 権 力 に転

化 して し.まう。

最 後 に,現 場 労働.者 につ い て 。 芝 浦 で は直接 的 管 理 を 目指 した 改 革 が 明 治33

年 に 実施 され た が,そ のね らい は一 気 に進 ん だ わ けで は なか っ た。 日露 戦 争 が

勃 発 し,戦 争 特 需 が 発 生 したが,高 い 流 動 性 労 働 市 場 状 況 と手.[的 熟 練 性 の残

存状 況 とを考 慮 す る と,現 場 労 働 者 らの 制 約 的 支 配 権 力 は ト分 確 保 され て い た

と言 え る。

機 械 化 の進 行 と共 に 「熟 練 の客 観 化 」 が 起 き,経 営 側 の統 制 力 が 増 大 して い

く傾 向 に あ っ たが,こ れ ら一 連 の経 営 側 に よ る直 接 的 管 理 政 策 だ けが 完 全一 方

向 的 な効 果 を発 揮 して離 職 率 の低....ドにつ なが っ た ので は な い とい う こ とに注 意

す べ きで あ る 。常 に労 働 市 場 の流 動 性 は変 化 して お り,そ れ に.合わ せ て労 働 者

の 制 約 的 支配 権 力 の強 度 も推 移 す る、.,経営 政 策 も一定 の諸 条件 が揃 って は じめ

て効 果 を 発揮 ・機 能す る ので あ り,体 制 的条 件 の考 慮 な しに企 業 に お け る権 力

構 造 分析 は難 しい 、,製造 過 程 に お い て よ り高 度 な機 械 化 が 遂行 さ れ るま で,す

なわ ち,何 らか の形 で 熟 練 性 が残 存 す る と き,制 約 的 支 配 権 力 は 生 成 す るの で

あ る。

GS)1司 上論 文,6〔】ペ ージ と1我 国技術 の勝 利,我 機械工.業の進 歩」!実 業 の[本 」明1台1]年,11

ページの現 場管理者 の氏 名 と出身を参照。

59〕 大河内正敏 「工 業教 育私見」 「来洋学芸雑誌』東洋学芸社,392号,1914年 か ら引用。
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結. 論

1論 点①についての吟味

明治37年 に株式会社化すること.で法律的所有権は二重化することになるが,

まず,そ の前段階の法律的所有権者が担っている具体的活動を吟味してみよう。

支配構造1め 株式会社化していない段階で,す でに 「所有と経営の分離」が

起きている。法フェティシズム的視点か らは,.① 藤山 ・小野 とい う経営者が

解任されたことは所有者権力 ・支配の行使である,② 売却説が出ていたこと

自体,所 有者権力 ・支配の発動である,と 解釈されるだろう。 しか し,ご こま

で妥当性があるといえるだろうか。

まず,人 事権の行使は一般的にはそれ自体権力の発現形態の一つであるが,

所有権者が直接,経 営者として乗 り込んで行かない限 り,経 営者を解任 したと

ころでまた別の活動主体をどこからか連れてくる必要がある。.そうすると,事

業所 レベルで機能する労働に対する直接的な司令的支配権力は当該の経営者に

付与され,所 有者は制約的支配権力 ・.収益的支配権力を担 う傾向にならざるえ

ない。

しかし,こ れはあくまで一般的傾向であって,人 事権ひとつ と.ってもその具

体的な行使形態を吟味する必要がある。そこで,こ の時柳の三井同族に関して

考えれば,別 に同族が新戦略を編み出したわけで もなかったし,一 定の戦略に

基づいた人事政策を実施 した形跡 もなかった。きらに,藤 山 ・小野の解任は所

有者による権力の行使ではあるだろうが,「投下注入額」に対 して相応の利益

を上げられないという現実がその背景にあった。すなわち,所 有者の評価基準

.は投下資本に対する増殖 と蓄積なのであり,所 有者の行動基準 自体,増 殖 ・蓄

積運動 こ規定されている。確かに所有者は権力を行使 したといえるが,収 益的

支配権力の行使であった。実際,利 益が上が る体質になれば売却説 どころか

106.%所 有にしでしまうことからもそれは裏付けられる。.

.今回の事例では法律的所有権者は 「歴史的分化」を確保する人格であると.い
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うことを根拠に収益的支配権力を行使 していた。拙稿の事例分析をふまえて考

えると,な んらかの歴史的経緯によって 「所有 と経営の分離」が起 きている企

業では,個 人企業であって も,所 有者 と経営者が人格的に分離 してしまってお

り,所 有者の介入は直接的でなくなる傾向性を持つ といえる。すなわち,一 定

の経.営規模 と経営構造の複雑化は資本の増殖運動の困難を増大させ,所 有者 と

いう枠を越えて最 も効率的な機能的遂行主.体を求めざる得ないのである。その

主体が法律的所有権者であるか否かは問題ではない。企業に内在 している生産

関係が再生産一資本運動の再生産一されればよいわけである。

このように,今 回の事例分析で も法フェティシズムの認識論的立場では所有

者権力の法形式的所在を指摘するだけに終わ らざる得 ない。「資本主義的」法

体系では所有権に使用 ・収益 ・処分権の排他的独占性を認めているために,閉

鎖的所有構造下では特に,経 営政策の最終的な表明は,株 式所有者を介 して行

われる。そうすると,た とえ所有者の権力が事実上,制 約的 ・収益的支配権力

であっても,現 象的には司令的支配権力を行使 したように表出せざる得なくな

る。すなわち,法 的 ・制度的表層の内奥における活動体系にまで分析を到達さ

せなければ,す べてが所有者支配 として表出してしまうわけである。すべては

所有者に還元されてしまい,せ いぜい所有者に付随する 「支配力」なるものの

無限の 「委譲」が展開されるのが関の山だろう。

2論 点② につ いての吟味

で は,法 フ ェテ ィ シ ズム の認 識 論 的立 場 を 方法 論 的 に停 止 させ て,所 有 者 ・

経 営 者 ・そ の他 の活 動 主 体 間 の権 力 関係 を具 体 的 に吟 味 してみ よ う。 この作 業

は組 織 フ ェテ ィ シズ ム の依 拠 す る認 識 論 的 立場 の 限界 を析 出 させ る こ とで もあ

る。

組 織 フ ェテ ィシ.ズム に とっ て,経 営 体 に お け る構 造 的 な位 置 が経 営 者 らの 支

配 力 の根 拠 で あ る。 す なわ ち,経 営 体 に お け る組 織 の属 性 と して 「支 配」 を描

くわ けで あ るu事 実 認 識 と して,経 営 者が 戦 略 を打 ち 出 しそれ が実 行 され るわ
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けで あ るか ら,企 業 に お け る 支 配 権 力 の あ り方 を 正 面 か ら捉 え る μ∫能 性 が あ る。

しか し,経 営 者 な り彼 らが打 ち 出 す 戦 略 な りは 真 空 状 態 か ら思 いつ きで 打 ち出

され るわ け で もな け れ ば,・..一定 の 客 体 的 諸 条 件 が 自動 的 に戦 略 を 経 営 者 に選 択

させ るわ けで もな い 。 今 回 の 事例 を使 って,戦 略 の 策 定 過 程 にお け る諸 主 体 の

介 入 構 造 を 見 て み る 、、

まず,戦 略 的 政 策 策 定 の 中 心 は,基 本 的 には 芝 浦 レベ ル にあ り,そ れ を 三井

重 役 レベ ルが 追 認 す る とい う構 図 で あ った 。 三 井 レベ ル は株 式 会 社 化 以 前 の 収

益 力 が 安 定 して い な い段 階 で も具 体 的 な経 営 政 策 を 提 示 す るの で はな く,あ く

まで 収 益 性 を 追 求 した 活 動 を して い た し,収 益 力 が 安 定 化 した 段 階 で はGE

との提 携 に対 し.て,反 工 業 派 で あ った 益 田 まで が.協力 的 な活 動 を した ほ どで あ

る,、す なわ ち,司 令 的 支 配 権 力 は 芝 浦 レベ ルの 経 営 者 大 田黒(後 は岸 ・小 林)

が 担 い,益 田 ・団 を は じめ とす る三 井 レベ ルの 経 営 者 は 制 約 的 支 配 権 力 を担 っ

て いた と判 断 で き,株 式 会 社 後 は そ の 傾 向 が よ り色 濃 く出 た と言 え る。

大 出黒 の 権 力 基 盤 は 画 期 的 な 戦 略 的 意 思 決 定 にあ った とい え るが,そ の 具 体

的 内容 は 人事 ・労 務 政 策 で あ った,,ま ず この 時 期 に直 接 的 管 理 へ 向 けた 政 策 が

打 ち出 され た 容 体 的 条 件 を確 認 して お こ う。 す なわ ち,電 機 ・機 械 産 業 に属 す

る芝 浦 を 考 えた 時,親 方 請 負 制 が 持 つ 技 術 的 狭 隘 性 は競 争 的 商 品 製 作 の ヒで,

戦 略 的 課 題 とな って い た 。 そ れ は す で に若 山の 意 見 書 に も端 的 に現 れ て い た 。

実 際,若 由 に よ る15万 円 に及 ぶ 投 資 に引 き続 き,大 田黒 も明 治.末項 か ら大 正 に

か けて 機 械 化 を推 進 し,親 方(制)の 権 力 基 盤 を解 体 してい く。 客 体 的 条 件 の

変 化 〔競 争 条 件 の 変 化 ・需 要 構 造 の 変.化 ・市 場 規 模 の拡 大)は,こ れ まで は う

ま く機 能 してい た は ず の 親 方(制)が 今 度 は制 約 要 因化 して しま って い る こ と

を 大 田黒 が 認 識 し,直 接 的 管 理 とい う政 策 に反 映 させ た ので あ った 。

技 術 的 ・労 務 管 理 的 ・競 争 市 場 的 諸 条 件 が 持 つ 諸 制 約 が 解 決 され る とい う客

体 的条 件 と,大 田黒 を は じ.めとす る諸 主 体 の 活 動 とい う主 体 的 条 件 が 整 っ て は

じめ て,明 治30年 代 前 半 に はす で に着 想 してい た 大 田黒 の経 営 資 源 集 中 とい う

戦 略 的 意 思 決 定 は現 実 化 し.えた とい え る。 逆 に言 う と,客 体 諸 条 件 が 揃 うまで
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は現 実 化 しない とい う こ とで もあ る。 戦 略 的 意 思 決 定 は諸 制 約 に よ っ て 自動 的

に析 出 す るわ けで も な けれ ば,:真 空 状 況 や 「良 識 あ る」経 営 者 の 思 い つ きで な

され るわ けで もない こ とが よ くわ か る。 しか し,こ の司 令 的 支 配 権 力 は過 大 評

価 され て は な ら ない し,そ れ 自体 で 存 在 す るわ けで もな い。 支 配 権 力 の重 層 的

な 決定 関係 を 見 る必 要が あ るだ ろ う。

そ こで,三 井 レベ ル の諸 主 体 の 介 入状 況 を 見 て み る と,こ の時 期 の 三井 財 閥

レベ ル で の 当 初 の 人 方 針 は ⊥ 業 化 路 線 で あ っ た。 そ れ ま で の 「政 商 的 な経 営

体 」 に 限 界 が近 づ き,そ れ を打'被す る とい う こ とで 中L川 が取 り組 ん だ もの で

あ った 。彼 の 工 業化 戦 略 は,① 慶 應 の実 学 志 向,② 政 商 路 線 が 足枷 にな って

い た こ と、 ③ 産 業 企 業が 三 井 財 閥 の管 理..ドに 入 っ て い た こ と,な どか ら形 成

され た とい え る。

しか し,こ の よ う な 中上 川 の 「人格 的 特 殊 性 」 を 大い に反 映 した工:業化 戦 略

は さ ま ざ ま な紆 余 曲折 を経 て い く。 工 業 化 戦 略 を芝 浦 レベ ルで よ り.具体 化 した

藤 山 の電 機 製 作 戦 略 は 当時 の電 機 工 業市 場 状 況 ・間接 的管 理 中心 の経 営 体 制 と

い う条f卜下 で は利 益 を 出す こ とが で きず に,小 野 を経 て 若 山 の造 船 を は じめ と

す る 般 機 械類 製作 戦略 に変 更 さ れ ざ る得 な くな って し.まう。収 益 構 造,す な

わ ち 資 本 の 増殖 ・蓄積 の 阻害 が 中 上 川 ・藤 山 戦 略 を朝 吹 ・益 田 ・若 山 戦 略 へ と

修 正 ・転換 さ せ た 。 そ の 後 を 受 け た 大 円 黒 が 電 機 製 作 戦 略 を 復 活 さ せ,直 接 的

管 理 を 目指 して 諸 改 革 を 断 行 す るわ け で あ るが,結 局,明 治 末 か ら大 正 に か け

て の 客 体 的 諸 制 約 の 解 消 が な さ れ るま で 実 現 しなか った 。 この こ とは い か に優

秀 な専 門経 営 者 で あ ろ う と も,体 制 的 制 約 に 「支配 二 され て い る とい う こ とを

意 味 し,さ ら に 言 えば,企 業 にお け る経 営 体 ・組 織 自体 が 体 制 的 制 約 に規 定 さ

れ て い る ど.・う こ とを 意 味 す る。 す な わ ち,「 経 営 者 権 力 」 は組 織 で は な く,

社 会体 制 が 持 つ 諸 条 件 が 付 与 す る ので あ る。

さ らに,戦 略 的意 思 決 定 に大 き く関 ワ・した そ の他 の諸 主 体 の 介 入状 況 につ い

て 見 る と,例 え ば,親 方 的熟 練 工 の権 力 基盤 は,雇 用 管 理 ・作 業 管理 ・生 活管

理 とい った..・切 の労 務 管 理 の統 括 者 と して機 能 して い た 点 にあ った 。 親 方 が請
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負 うこと,.労働の流動性が異常に高いということを考え合わせると,実 質的に

は 「下請的な独立.自営業者」6。}の集団であったとさえいえる。親方は中堅以下

の職工に対 して司令的支配権力を,経 営層には制約的支配権力を.行使するとい

う,二 重権力構造になっていた と評価で きる。また,現 場労働者の高流動性は

どこの企業にも属 していない とい う状況が一般化 していることを意味 し,企 業

経営上の大 きな制約要因になっていた。小野までは,親 方的熟練工 ・一般職工

の制約的支配権力を受け,そ れを管理するまでに至 らず,若 山になうてはじめ

で1〕実際に手をつけはじめ,新 鋭機械の投入 ・高度の知識を持つ技術者の登用

等によって,親 方らの権力を押 さえ込.もうとした。若山が急逝 したこともあっ

て,大 田黒になって直接的管理の方向へ大きく動 くが,結 局,客 体的諸条件が

揃 うまでは親方層の権力を.覆すことはできなかった。

以上のことを考慮すると,組 織 フェティシズム.の認識論的立櫛も限界を持つ

ことが判明する。戦略を.打ち出し,実 行する位置にいる経営者は確かに大 きな

支配権力を有 し,発 動 しているが,そ れは様々なレベルの権力との重層的決定

関係下でなされているし,諸 権力自体が体制的制約下にあるpず なわち,「意

思 決 定 」 概 念 を 導 入 し た だ け で は 不 十 分 で,さ ら に 「権 力 」 概 念 を 導 入 し,

様 々 な レ ベ ル の 意 思 決 定 の 「比 重 」 を 析 出 さ せ な け れ ば,「 支 配 権 力 の 重 層 的

決 定 関 係 」 分 析 とい う意 味 で は 限 界 を 持 つ と 言 わ ざ る 得 な い62〕。 さ ら に,個 別

経 営 体 の 組 織 に お け る 意 思 決 定 構 造 と そ こ に お け る経 誉 者 権 力.は 描 け た と して

も,体 制 的 条 件 に よ っ て 行 使 さ れ る他 の 経 営 体 の 権 力 行 使 を 理 論 化 で き な い63)。

60)内 藤,前 掲論文,76ペ ージか ら引用。

61>若 山がなぜ着手 できたのか ということは憶測 の域 をで ないが,彼 が若 山組 を率 いた経営者兼技

術者 であった経歴 が影響 してると考 えられ る。

62>可 視 的に表 出す る意思決定過程 の分析で は,い わゆ る 「一次元的権力」分析で あって,意 思決

定過 程 に直接 的に介入せず,決 定項 目 を潜在化 し:(し ま う 「非 決定(non-decision)」 を取 り込

,ん だ権 力概念で ある 「二次元的権力」 とさえ言 えない。周知 のように,一 次元 ・二次元 ・三次元

とい った権力 観 は,.Luke.の もので あ る。.詳 し.くはStevenLukes,」%㎜'ARα ゴfm〔!f働,

MacmillanEdueau㎝,1974,を 参照せ よ。

63)つ ま り,組 織 フェティシズムは経営体の 自立化 をあ らか じめ措定 して しまっている側面が あ り,

社会体制が持つ構造的特質 を捨象 してい る。浅見克彦.「所有 と物象化:マ ルクスの経済学批判 に

おける所有論の展 開」世界書院,1986年,168ペ ージに同様 の指摘 がある6
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資 本 主 義 体 制 の 構 造 的 特 質 は,社 会 的 生 産 が1.意 識 的 に調 整 され 」 て い な い点

に あ り,こ の 特 質 か ら導 出 され る競 争 こそ が 個 別 経 営 体 を究 極 的 に は規 定 し,

諸 主 体 に権 力 を付 与 す る源 泉 なの で あ る㌦

6a)1司 様 の 指 摘 が,ウ ル ズ ラ ・シ.エ ム ・ガー リ ン ク,農 田 謙 二 他 訳1労 働 ・組 織 ・支配:批.II」 理 論

と し.ての 労 働 社 会 学IIユ ニ テ,1983年.23ぺ ・一ジ に あ る.


